
 

平成９年３月給水条例等改正に伴う給水装置工事の設計 

審査及びしゅん工検査の取扱いについて 
 

（制定 平成９年９月 26日課長決） 

（最近改正 令和４年３月 30 日） 

 

給水器具関係の給水条例、同施行規程等の改正に伴い、給水装置工事の設計審査及びしゅん

工検査について、次のように定める。 

 

１ 給水装置工事の設計審査について 

  給水装置工事の設計及び施行は、本市の規定等に基づき行うこととするが、次の事項に注意

すること。 

（１）水道法施行令第６条に規定する給水装置の構造及び材質を確認することが基本となる。

（給水条例第 10条第１項） 

（２）給水条例第 10条の２第１項に定める構造及び材質を指定する部分の給水装置の設計に

ついては、給水装置工事設計施行基準等に基づき行う。ただし、本市の指定する構造及

び材質を有しない給水装置の使用を求められた場合、つぎのように指導する。 

・本市では災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を

迅速かつ適切に行えるようにするため、配水管への取付ロからメータまでの間の給水

装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定している。 

・本市が指定する給水管及び給水用具以外の材料を使用する場合は、指定給水装置工事

事業者において施行することとする。 

・漏水や維持管理等については、本市では給水条例第 10条の２第１項に定める理由で給

水管及び給水用具の指定を行っており、それ以外の給水管及び給水用具については所

有者の費用で施行できる指定給水装置工事事業者を選定し、修繕、その他必要な処置

を行うことになる。ただし、道路掘削許可等の手続きについては本市が行う。 

・給水条例第 18条に基づき配水管工事の接合替工事等に際しては、本市の指定する給水

装置の構造及び材質で接合替する。 

なお、この場合も本市の指定する構造及び材質を有しない給水装置の使用を希望する

場合は、給水装置工事の施行と同様に所有者（使用者）の費用でもって工事を行って

もらう。 

以上の説明の結果、あくまでも本市の指定する構造及び材質を有しない給水装置の使

用を希望する場合は、別紙様式－１の書式の誓約書の提出をもって、許可する。 

（３）使用材料の確認方法 

     本市で指定する給水装置の材料については、その使用の確認、及び性能基準適合性の

証明方法の確認を行う。 

     性能基準適合の証明方法はつぎのとおりである。 

     ①適合が明白な製品（ＪＩＳ規格品等） 

     ②自社で基準適合を証明する製品 

     ③第三者認証品 

     なお、改正以前の基準適合品（本市規格品・型式承認品及び日水協の型式承認品など

改正以前から使用を認めていた材料）については、法改正後も基準適合品となる。よっ

て、設計審査で材料の証明方法を確認し、証明方法を申込書の続き用紙に明記する。た

だし、②自社で基準適合を証明するものについては、その成績書の提示を求めることが 

できる。 

メータ以降については、水道法施行令第６条に規定する構造及び材質の確認及び性能

基準適合性の証明方法の確認を行う。 

２ 給水装置工事のしゅん工検査時の実施要領について 

 「給水装置工事設計施行基準」に基づき、しゅん工検査を行う。 



 

附則 

 この規定は、平成９年 10月１日より申込みを受付したものから施行する。 

附則 

 この改正規定は、平成 17年４月１日以降に申込みを受け付けたものから施行する。 

附則 

 この改正規定は、平成 18年 11月１日から施行する。 

附則 

この改正規定は、令和元年６月５日から施行する。 

附則 

 この改正規定は、令和２年４月１日から施行する。 

附則 

 この改正規定は、令和４年４月１日から施行する。 

 



 

様式－１ 

誓  約  書 
  年  月  日 

 

大阪市水道局長  

 

申請者  住 所               

（所有者）氏  名               

電  話                

 

 給水条例第 10条の２第１項に定める構造及び材質を指定する部分の給水装置については、別途

申請の構造及び材質を使用しますが、配水管への取付口からメータまでの給水装置の施行及び維

持管理について、つぎのとおり誓約します。 

 

記 

１ 使用場所 

建物所在地 区      丁目     番      号 

水栓番号 専用     号 建物名称等  

 

２ 使用給水管種 

 

３ 施行 

  施行については貴市の指示により指定給水装置工事事業者に施工させます。 

  なお、費用その他必要事項については、貴市の水道事業給水条例、同施行規程、及びその他

関係規定等に基づき当方にて負担します。 

 

４ 維持管理について 

  給水装置に異常があるときは、速やかに貴市に申し出るとともに、つぎの指定給水装置工事

事業者に修繕その他必要な処置を当方の費用で行わせます。なお、道路部分を掘削する場合は

道路掘削許可申請等必要な手続きを指定給水装置工事事業者を通じて貴市にお願いします。 

指定給水装置工事事業者名 

ＴＥＬ       －       － 

 

５ 条例第 18条により配水管工事の接合替工事等に際しては、貴市の指定する給水装置の構造及

び材質で施行されることを承諾します。 

  なお、既存の給水管での布設替を希望する場合は、当方の費用で指定給水装置工事事業者に

施行させることを誓約します。 

 

６ 誓約事項の承継について 

  給水装置の所有権に変更が生じた場合は、速やかに所有者変更届を届出ると共に、上記内容

を承継させます。 

 


